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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第65期 

第１四半期連結 
累計期間 

第66期 
第１四半期連結 

累計期間 
第65期 

会計期間 
自平成29年４月１日 
至平成29年６月30日 

自平成30年４月１日 
至平成30年６月30日 

自平成29年４月１日 
至平成30年３月31日 

売上高 （千円） 6,081,291 5,840,161 23,792,403 

経常利益 （千円） 930,430 71,044 1,563,049 

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益 
（千円） 567,547 37,231 1,023,572 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △218,036 5,688,876 4,164,252 

純資産額 （千円） 47,881,907 57,835,432 52,263,981 

総資産額 （千円） 64,770,148 79,485,766 71,535,860 

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 101.28 6.64 182.66 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 73.9 72.8 73.1 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

４．当社は「株式給付信託（BBT）」を導入しており、純資産額には、株式給付信託（BBT)が保有する当社株式

を「自己株式」として計上しております。また、第65期及び第66期第１四半期連結累計期間の１株当たり四

半期（当期）純利益の算定上、株式給付信託（BBT)が保有する当社株式は期中平均株式数の計算において控

除する自己株式に含めております。 

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行って

おります。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に個人消費は緩やかな回復

基調にあるものの、貿易摩擦の過熱等から景気減速への警戒感が強まるなど、先行き不透明な状況で推移しており

ます。 

 このようななか、当社グループは、創業70周年・新たな成長への挑戦として策定した中期経営計画「岩塚Stage

－Up70」の最終年度として、掲げた経営課題の一つひとつを達成することで業績向上につなげてまいる所存でおり

ます。 

 売上高につきましては、引続き国産米にこだわり主力商品の拡販に注力することで、岩塚ブランドの認知度アッ

プを目指してまいりました。その中でも、発売40周年を記念し新潟県魚沼産コシヒカリを100％使用した『こしひ

かりの味しらべ』、お米は新潟県産もち米100％・青のりは磯の風味豊かな瀬戸内産・わさびは長野県安曇野産と

原料にこだわった『田舎のおかき青のりわさびプレミアム』、といったワンランク上の商品をそれぞれ期間限定で

発売し、ご好評をいただきました。 

 しかしながら、米菓市場が伸び悩むなか主原材料の価格高騰に伴う値上げの浸透遅れもあって、当第１四半期連

結累計期間の売上高は58億40百万円（前年同四半期比4.0%減）、営業利益は３百万円（前年同四半期比96.8%減）

となりました。 

 また、前年度は第１四半期連結累計期間に計上しておりましたWant Want China Holdings Limited.の株式配当

金が、同社の決算日の変更に伴い第２四半期連結累計期間に計上時期がずれ込む見込みとなった影響から、経常利

益は71百万円（前年同四半期比92.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は37百万円（前年同四半期比93.4%

減）となりました。

 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は794億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して79億49百万

円の増加となりました。

 流動資産は69億76百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億76百万円の減少となりました。これは主に、

現金及び預金が減少したこと等によるものであります。固定資産は725億９百万円となり、前連結会計年度末と比

較して82億26百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券が時価評価により増加したこと等によるもの

であります。

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は216億50百万円となり、前連結会計年度末と比較して23億78百

万円の増加となりました。

 流動負債は31億54百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億14百万円の減少となりました。これは主に、

短期借入金が３億25百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は184億95百万円となり、前連結会計

年度末と比較して25億93百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴い繰延税金負債が

増加したこと等によるものであります。

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は578億35百万円となり、前連結会計年度末と比較して55億71百万

円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の時価評価に伴いその他有価証券評価差額金が増加したこと等

によるものであります。

 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方の基本方針は以下のとおりであります。

 

①基本方針の内容

 当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねるのが原則であり、当社に対する大

規模買付行為がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ね

られるべきであると考えます。
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 しかしながら、当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信

頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならな

いと考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会

や株主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や

情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社に

よる買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社

は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではない

と考えます。 

②不適切な支配の防止のための取組み 

 当社は、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊かさを提供することが使命であると考え、かか

る使命の追求を通じた企業価値の向上を目指しております。

 当社は、中期経営計画「岩塚Re－Bornプラン」（第61期～第63期）を策定し、平成25年度から平成27年度まで

の３年間、新たな成長に向けた経営基盤づくりに力点をおいて、個々の戦略課題にグループ会社一丸となって取

組んでまいりました。当社は、この経営基盤をさらに盤石なものにし、これから本格化する21世紀型消費社会に

対応できるよう、新たなる中期経営計画「岩塚Stage－Up70」（第64期～第66期）を策定しました。平成28年度か

ら平成30年度までの３年間を対象とするこの新・中期経営計画は、「社員一人ひとりの成長」が企業力として結

集されていくマネジメントを実践し、企業価値の一層の向上を目指すものです。当社グループは、個々の戦略課

題に取組むことで、一丸となって新たなる成長への挑戦を続けてまいります。

 当社は、この中期経営計画を着実に実行していくことが、当社グループとステークホルダーとの信頼関係を一

層強固に築き上げ、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと確信しております。

③不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断 

 当社は、中期経営計画「岩塚Stage－Up70」（第64期～第66期）の下、株主の皆様、お客様、取引先様、従業

員、地域社会その他、多様なステークホルダーの皆様にとって価値ある企業として支持されることを常に目指

し、企業価値・株主共同の利益の最大化に全力で取組んでまいります。当社株式の大規模買付行為を行おうとす

る者が、当社を取り巻く経営環境を正しく認識し、当社の企業価値の源泉を理解した上でこれを中長期的に保有

し、当社の価値を向上させる意図を持つものでなければ、中期経営計画「岩塚Stage－Up70」（第64期～第66期）

の達成が困難となるのはもちろんのこと、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあります。

さらに、外部者である買付者から買付提案を受けた際には、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の

潜在的効果、事業分野・人的ネットワークの有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価

値を構成する事項等について株主の皆様から適切に把握していただくとともに、当該買付者による当社株式等の

大規模買付行為が企業価値に及ぼす影響について判断していただく必要があります。

 したがって、外部者である買付者によって当社株式に対する大規模買付行為が行われた場合に、株主の皆様が

当該大規模買付行為に応じるべきか否かを適切に判断していただくための時間、あるいは当社取締役会が株主の

皆様に代替案を提案させていただくための情報を収集する時間の確保が必要であります。また、不当な条件によ

る買付けについては、当社取締役会が株主の皆様のために交渉を行うことを可能としたりすること等が必要にな

ってまいります。このような状況を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を

抑止するための枠組みとして、本対応方針の更新が必要であると判断いたしました。 

 なお、本対応方針において旧対応方針から関連する引用箇所の記載の修正など、所要の修正を行いました。 

 

（3）研究開発活動 

 当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、70,228千円であります。

 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,980,000 

計 23,980,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,995,000 5,995,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 5,995,000 5,995,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 5,995,000 － 1,634,750 － 1,859,250

 

（５）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  368,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式5,625,200 56,252 －

単元未満株式 普通株式    1,500 － －

発行済株式総数 5,995,000 － －

総株主の議決権 － 56,252 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式22,900株（議決権

の数229個）が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

岩塚製菓株式会社
新潟県長岡市浦9750

番地
368,300 － 368,300 6.14

計 － 368,300 － 368,300 6.14

 （注）株式給付信託（BBT）が保有する当社株式22,900株（0.38％）は上記自己株式に含めておりません。

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任大有監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 808,555 604,315 

受取手形及び売掛金 4,038,893 3,915,130 

商品及び製品 282,154 212,047 

仕掛品 125,731 128,083 

原材料及び貯蔵品 1,043,684 1,043,506 

その他 1,044,520 1,150,054 

貸倒引当金 △91,316 △77,033 

流動資産合計 7,252,224 6,976,104 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 4,340,272 4,326,386 

その他（純額） 3,995,990 4,065,179 

有形固定資産合計 8,336,263 8,391,566 

無形固定資産 128,590 138,878 

投資その他の資産    

投資有価証券 55,283,019 63,397,661 

その他 563,895 609,612 

貸倒引当金 △28,131 △28,056 

投資その他の資産合計 55,818,782 63,979,216 

固定資産合計 64,283,636 72,509,661 

資産合計 71,535,860 79,485,766 

負債の部    

流動負債    

買掛金 668,745 634,743 

短期借入金 541,550 216,500 

未払法人税等 176,676 72,047 

賞与引当金 229,144 103,406 

その他 1,753,278 2,127,913 

流動負債合計 3,369,394 3,154,610 

固定負債    

退職給付に係る負債 1,113,583 1,129,872 

繰延税金負債 14,265,274 16,716,726 

その他 523,626 649,124 

固定負債合計 15,902,485 18,495,723 

負債合計 19,271,879 21,650,334 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,634,750 1,634,750 

資本剰余金 1,859,250 1,859,250 

利益剰余金 12,467,370 12,387,176 

自己株式 △1,066,144 △1,066,144 

株主資本合計 14,895,225 14,815,032 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 37,447,558 43,095,052 

退職給付に係る調整累計額 △78,803 △74,652 

その他の包括利益累計額合計 37,368,755 43,020,399 

純資産合計 52,263,981 57,835,432 

負債純資産合計 71,535,860 79,485,766 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

売上高 6,081,291 5,840,161 

売上原価 3,692,518 3,684,227 

売上総利益 2,388,773 2,155,934 

販売費及び一般管理費 2,283,451 2,152,555 

営業利益 105,321 3,378 

営業外収益    

受取利息 11,077 10,824 

受取配当金 800,581 19,718 

為替差益 3,241 34,460 

その他 10,985 11,599 

営業外収益合計 825,885 76,603 

営業外費用    

支払利息 473 607 

たな卸資産廃棄損 292 525 

休止固定資産費用 － 7,691 

その他 11 111 

営業外費用合計 777 8,936 

経常利益 930,430 71,044 

特別損失    

固定資産除却損 3,032 695 

投資有価証券評価損 141,401 － 

特別損失合計 144,433 695 

税金等調整前四半期純利益 785,996 70,348 

法人税、住民税及び事業税 262,146 62,276 

法人税等調整額 △43,697 △29,158 

法人税等合計 218,448 33,117 

四半期純利益 567,547 37,231 

親会社株主に帰属する四半期純利益 567,547 37,231 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

四半期純利益 567,547 37,231 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △789,436 5,647,493 

退職給付に係る調整額 3,852 4,150 

その他の包括利益合計 △785,583 5,651,644 

四半期包括利益 △218,036 5,688,876 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △218,036 5,688,876 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 

 

- 10 -



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

 連結の範囲の重要な変更

  当第１四半期連結会計期間より、株式会社田辺菓子舗は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

 

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

  １  保証債務

  連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

旺旺・ジャパン株式会社 120,000千円 120,000千円

       計 120,000千円 120,000千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）の償却額は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

減価償却費 237,901千円 262,563千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

  配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり 
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月27日

定時株主総会
普通株式 101,280 18円00銭  平成29年３月31日  平成29年６月28日 利益剰余金

（注）平成29年６月27日開催の定時株主総会決議に基づく「配当金の総額」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社

株式22,900株に対する配当金412千円が含まれております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日）

  配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり 
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月26日

定時株主総会
普通株式 112,533 20円00銭  平成30年３月31日  平成30年６月27日 利益剰余金

（注）平成30年６月26日開催の定時株主総会決議に基づく「配当金の総額」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社

株式22,900株に対する配当金458千円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） 

 当社グループは、米菓事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日） 

 当社グループは、米菓事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係）

 前連結会計年度（平成30年３月31日）

その他有価証券

  取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,503,561 53,337,701 51,834,140 

(2）債券      

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 20,600 20,594 △5 

合計 1,524,161 53,358,295 51,834,134

 

 当第１四半期連結会計期間（平成30年６月30日）

 その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券

  取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,505,587 61,380,496 59,874,909 

(2）債券      

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 20,600 20,085 △514

合計 1,526,187 61,400,582 59,874,394
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（デリバティブ取引関係）

 該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

  １株当たり四半期純利益 101円28銭 ６円64銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 567,547 37,231

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（千円）
567,547 37,231

普通株式の期中平均株式数（株） 5,603,814 5,603,767

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．株主資本において計上されている「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式は、１株当たり四半期純利

益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。また、前第１四半期連結

累計期間及び当第１四半期連結累計期間における１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式

の期中平均株式数は22,900株であります。 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月10日

岩塚製菓株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任大有監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 鴨田 真一郎 印 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 新井 努   印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩塚製菓株式会

社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩塚製菓株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。 

 
利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 
以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 

 


